
審 議 会 等 の 概 要 
 

審議会等の名称 やさしさの連鎖会議 

根 拠 法 令 等 やさしさの連鎖会議開催運営等要綱 

設 置 年 月 日 令和６年 ６月 ３日 

所 掌 事 務 

(1)かわさきパラムーブメントのレガシーである「心理的バリア

が解消されたまち～心のバリアフリー～」実現に向けたアイデア

に関すること。 

(2)かわさきパラムーブメント全般に関すること。 

委  員  数 １０名 

委 員 の 構 成 
やさしさの連鎖会議開催運営等要綱第１条に規定する趣旨を遂

行するための知見を有する者 

会議公開・非公開 公開 

非公開の理由 
 
 
 

事務局担当課 
市民文化局パラムーブメント推進担当 
電   話 ０４４－２００－０８０９ 
ファックス ０４４―２００―３５９９ 

 


